
平成 31 年 2月 25日 

 

一般社団法人大学スポーツ協会 

設 立 準 備 委 員 会 委 員 各 位 

人 事 構 想 委 員 会 

委員長 戸田 芳雄 

設立時役員等候補の選任について 

 平成 30年 12 月 26日に開催された大学スポーツ協会設立準備委員会の承認に基づ

き、人事構想委員会において、設立時理事、設立時監事及び顧問の候補について次

のとおり選任したことを報告します。 

 

【設立時理事】 

会 長 鎌田  薫 
代表理事 （日 本 私 立 大 学 連 盟 会 長） 

副 会 長 有森 裕子 
 （スペシャルオリンピックス日本理事長） 

副 会 長 川原  貴 
 （日 本 臨 床 ス ポ ー ツ 医 学 会 理 事 長） 

専務理事 池田 敦司 
 （仙 台 大 学 教 授） 

常務理事 筱﨑 隆広 
 （（ 株 ） メ ル カ リ 社 外 監 査 役） 

 

【設立時監事】 

監 事 生田  圭 
 （弁 護 士） 

監 事 大塚 則子 
 （公 認 会 計 士） 

【顧 問】 

顧 問 川淵 三郎 
 （日 本 ト ッ プ リ ー グ 連 携 機 構 会 長） 

顧 問 小宮山 宏 
 （（株）三菱総合研究所理事長） 

顧 問 松浪 健四郎 
 （全 国 体 育 ス ポ ー ツ 系 大 学 協 議 会 会 長） 

 
 

 

 

 

 

 

 



【参考】12月 26日大学スポーツ協会設立準備委員会 資料４ 

「UNIVAS設立時役員等の候補者選考にあたっての人事構想委員会設置について」 

 

UNIVAS作業部会世話役 

 

１）設立時理事には世話役 3名も候補者とすることができる。 

２）会長、副会長、専務理事、常務理事、その他の理事及び監事の UNIVAS役員の人選を行

うために人事構想委員会を設置する。 

３）人事構想委員会は、世話役 3名及び組織整備担当主査の計 4名で構成する。なお、人事

構想委員会に係る実務は組織整備担当主査があたる。 

４）人事構想委員会委員長は人事構想委員会委員の互選によって選任する。 

５）人事構想委員会は速やかに２）に規定する役員人選を進め、人事案を固める。必要に応

じて人事構想委員会で候補者の面接を行う。 

６）人事構想委員会の委員は、自らが候補者となる議決には議決権を有しない。 

７）人事構想委員会で人事案をめぐって意見が一致しない場合、委員長を除いた委員の多数

決で決し、それでも決しない場合は委員長裁定とする。 

８）人事案が固まった段階で、作業部会及び設立準備委員会で人事案について意見を徴する

ことができる。 

９）設立時の UNIVAS役員候補者の人選は、人事構想委員会が行ない、設立準備委員会に報

告し、承認を得る。 

10）なお、人事構想委員会は、UNIVAS役員とは別に、名誉会長、顧問及び参与の人選を行う

ものとする。 

 

付帯事項 

○  人事構想委員会は、平成 30 年 12 月 11 日付作業部会で設置了承後、速やかに

UNIVAS 役員人事の人選に着手すること。 

○  人事構想委員会は、利益相反行為を廃するよう十分に留意すること  

○  その際、人事構想委員会は人事案の検討・決定のスケジュール（工程表）を明

確にし、作業部会の求めがあれば公開すること。 

 

以上 


